
第２回火薬小委員会 

資料３〈参考〉 

火薬類取締法及び火薬類取締法施行規則（抜粋） 
 
 
火薬類取締法 

（この法律の目的）  

第一条  この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規

制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを

目的とする。  

 

（定義）  

第二条  この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品を

いう。  

一  火薬  

    （略） 

二  爆薬  

（略） 

三  火工品  

（略） 

ヘ 煙火その他前二号に掲げる火薬又は爆薬を使用した火工品（経済産業省令で

定めるものを除く。） 

（略） 

 

 

火薬類取締法施行規則 

（火工品の指定）  

第一条の四  法第二条第一項第三号への規定により火工品で法の適用を受けな

いものは、次の各号に掲げるものとする。  

 （略） 

七  前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止及び公共の安全の維持に支障

を及ぼすおそれがないものとして経済産業大臣が指定するもの  

 

 


